
議

案

第

十

六

号 

 
 

 

港

区

立

男

女

平

等

参

画

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

五

年

二

月

二

十

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅

 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

男

女

平

等

参

画

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

男

女

平

等

参

画

セ

ン

タ

ー

条

例

（

昭

和

五

十

四

年

港

区

条

例

第

三

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改 

正

す

る

。 

 

第

一

条

中

「

男

女

が

平

等

に

参

画

で

き

る

社

会

の

実

現

を

目

指

し

、

女

性

の

地

位

の

向

上

」

を

「

男

女

平

等 

参

画

（

港

区

男

女

平

等

参

画

条

例

（

平

成

十

六

年

港

区

条

例

第

三

号

）

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

男

女

平

等

参

画

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

係

る

拠

点

施

設

と

し

て

、

区

民

及

び

団

体

に

よ

る

活

動

へ

の

支

援

そ

の

他

の

男

女

平

等

参

画

施

策

に

係

る

事

業

の

推

進

を

図

り

、

も

つ

て

男

女

平

等

参

画

社

会

の

実

現

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

条

の

表

中

「

東

京

都

港

区

芝

浦

三

丁

目

一

番

四

十

七

号

」

を

「

東

京

都

港

区

芝

浦

一

丁

目

十

六

番

一

号 

に

改

め

る

。 

第

三

条

第

一

号

中

「

男

女

が

平

等

に

参

画

で

き

る

社

会

」

を

「

男

女

平

等

参

画

社

会

」

に

改

め

、

同

条

第

二 

」 



号

中

「

男

女

が

平

等

に

参

画

で

き

る

社

会

」

を

「

男

女

平

等

参

画

社

会

」

に

改

め

、

「

育

成

」

の

下

に

「

及

び

支

援

」

を

加

え

、

同

条

第

四

号

中

「

前

三

号

」

を

「

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

」

に

、

「

こ

と

。

」

を

「

事

業

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

六

号

と

し

、

同

条

第

三

号

を

同

条

第

五

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。 

三 

男

女

平

等

参

画

の

た

め

の

相

互

交

流

の

機

会

及

び

場

の

提

供

に

関

す

る

こ

と

。 

四 

男

女

平

等

に

係

る

相

談

に

関

す

る

こ

と

。 

第

五

条

中

「

次

の

と

お

り

」

を

「

午

前

九

時

か

ら

午

後

九

時

三

十

分

ま

で

」

に

改

め

、

同

条

各

号

を

削

る

。 

第

十

一

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

（

使

用

料

の

還

付

） 

第

十

一

条 

区

長

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

既

に

納

付

さ

れ

た

使

用

料

の

全

部

又

は

一

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 

別

表

（

備

考

以

外

の

部

分

に

限

る

。

）

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

別

表

（

第

九

条

関

係

） 
 

    

   

学

習

室 

種 
 

 
 

 
 

別 
 

 
 

   

  Ｄ

１ 

Ｃ Ｂ Ａ 

    

九

〇

〇

円 

二

、

一

〇

〇

円 

一

、

七

〇

〇

円 

二

、

一

〇

〇

円 

午 
 

前 
 

  

 

一

、

二

〇

〇

円 

二

、

八

〇

〇

円 
二

、

三

〇

〇

円 

二

、

八

〇

〇

円 

午 
 

後 
 

    

一

、

二

〇

〇

円 

二

、

八

〇

〇

円 

二

、

三

〇

〇

円 

二

、

八

〇

〇

円 

夜 
 

間 
 

 

 



         
 

      

別

表

備

考

二

た

だ

し

書

を

削

る

。 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

  

付

帯

設

備 
 
 

ホ

ー

ル 

和

室 

 

造

形

表

現

室 

・

料

理

室 

 

 
多

目

的

室 

  

音

響

・

映

像

装

置 

ピ

ア

ノ 

 

１

及

び

２

同

時

利 

用

の

場

合 ２ １ 

造

形

表

現

室

及

び

料

理

室

同

時

利

用

の

場

合 

料

理

室

部

分

の

み

の

利

用

の

場

合 
造

形

表

現

室

部

分

の

み

の

利

用

の

場

合  
 

２ 

 
 

１ 

 
 

Ｅ 

Ｄ

２ 

 
 

一

式

一

回 

五

〇

〇

円 
  

 

 

一

式

一

回 

五

〇

〇

円 
 

 
七

、

二

〇

〇

円 

 
 

一

、

七

〇

〇

円 
 

 

一

、

一

〇

〇

円 

 
 

 

六

〇

〇

円 

三

、

九

〇

〇

円 

二

、

五

〇

〇

円 

一

、

四

〇

〇

円 

一

、

四

〇

〇

円 

一

、

三

〇

〇

円 

一

、

二

〇

〇

円 

八

〇

〇

円 

 

九

、

六

〇

〇

円 

 

二

、

二

〇

〇

円 

 

一

、

四

〇

〇

円 

 
 

 

八

〇

〇

円 

五

、

〇

〇

〇

円 

三

、

二

〇

〇

円 

一

、

八

〇

〇

円 

一

、

九

〇

〇

円 

一

、

七

〇

〇

円 

一

、

六

〇

〇

円 

一

、

〇

〇

〇

円 

 

九

、

六

〇

〇

円 

 

二

、

二

〇

〇

円 

 

一

、

四

〇

〇

円 

八

〇

〇

円 

五

、

〇

〇

〇

円 

三

、

二

〇

〇

円 

一

、

八

〇

〇

円 

一

、

九

〇

〇

円 

一

、

七

〇

〇

円 

一

、

六

〇

〇

円 

一

、

〇

〇

〇

円 

 



１ 

こ

の

条

例

中

第

十

一

条

の

改

正

規

定

並

び

に

次

項

及

び

付

則

第

三

項

の

規

定

は

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

、

第

一

条

か

ら

第

三

条

ま

で

、

第

五

条

及

び

別

表

の

改

正

規

定

は

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

立

男

女

平

等

参

画

セ

ン

タ

ー

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

一

条

の

規

定

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

以

後

に

な

さ

れ

た

利

用

の

承

認

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

な

さ

れ

た

利

用

の

承

認

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

３ 

新

条

例

別

表

の

規

定

は

、

第

二

条

の

改

正

規

定

の

施

行

の

日

以

後

の

使

用

分

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

使

用

分

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

 

男

女

平

等

参

画

セ

ン

タ

ー

の

位

置

を

変

更

す

る

と

と

も

に

、

施

設

の

設

置

目

的

、

事

業

の

拡

充

、

開

館

時

間

の

延

長

及

び

使

用

料

の

改

定

に

つ

い

て

、

規

定

を

整

備

す

る

ほ

か

、

使

用

料

の

還

付

に

係

る

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


